
杉並区告示第７３５号 

 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号） 

第３４条第１項の規定により、ガーデン堀ノ内住宅マンション建替組合の事

業計画の変更を認可したので、同条第２項の規定において準用する同法  

第１４条第１項の規定により、次のとおり告示する。 

 

令和３年１月１８日 

 

杉並区長  田  中    良    

 

 

１ 組合の名称 

ガーデン堀ノ内住宅マンション建替組合 

２ 施行マンションの名称及びその敷地の区域 

ア 名称 

ガーデン堀ノ内住宅 

イ 敷地の区域 

杉並区堀ノ内１丁目４５８番１０、２０、２１、３３、３４、３５ 

杉並区堀ノ内１丁目４６２番１、８、９、１０、１３、１４、１５、 

１６、１７、１８、１９、２０、２１、 

２２、２３、２４ 

杉並区堀ノ内１丁目４６９番２、３、４ 

３ 施行再建マンションの敷地の区域 

杉並区堀ノ内１丁目４５８番１０、２０、２１、３３、３４、３５ 

杉並区堀ノ内１丁目４６２番１、８、９、１０、１３、１４、１５、１６、 

１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、 

２４ 

杉並区堀ノ内１丁目４６９番２、３、４ 

４ 事業施行期間 

令和２年７月３１日から令和７年１０月まで 

５ 事務所の所在地 

東京都杉並区堀ノ内１丁目８番３ 

６ 設立認可の年月日 

令和２年７月３１日 

７ 事業計画の変更認可の年月日 

令和３年１月１８日 


